
議案第４号  

 

   白井市高齢者就労指導センターの指定管理者の指定につ   

   いて  

 

 白井市高齢者就労指導センターの指定管理者を指定するため、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定

により、議会の議決を求める。  

 

  令和６年１１月２２日提出  

 

           白井市長  笠 井  喜 久 雄    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 本案は、白井市高齢者就労指導センターの指定管理期間が令和７

年３月３１日で満了となるため、４月１日から管理運営を行う指定

管理者を指定したいので、提案するものです。 
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１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地  

  名 称 白井市高齢者就労指導センター  

  所在地 白井市清戸７６５番地の２  

２ 指定管理者とする団体の名称及び所在地  

  名 称 公益社団法人白井市シルバー人材センター  

      理事長 川﨑 誠  

  所在地 白井市清戸７６５番地の２  

３ 指定の期間  

  令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで  
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議案第４号資料  

 

１ 団体の概要  

（１）団 体 名 公益社団法人  

            白井市シルバー人材センター  

（２）代 表 者 名 理事長 川﨑 誠  

（３）所 在 地 白井市清戸７６５番地の２  

（４）設 立 年 月 日 平成１１年４月１日  

（５）資 産 の 総 額 ２６，７３７，１８８円  

（６）事 業 収 入 １６４，８２２，０１７円  

（過去３年平均）  

（７）職 員 数 ６人  

（８）会 員 数 ４９０人（令和６年３月３１日現在）  

（９）業務内容・資格  

  ア 業務内容  

   ・高年齢者の就業に関する情報の収集及び提供並びに調査研

究、相談  

   ・高年齢者への臨時的かつ短期的な就業機会の確保及び提供  

   ・高年齢者に対する臨時的かつ短期的な就業に必要な知識及

び技能の講習会  

   ・指定管理者制度に関する公共施設の管理運営  

  イ 免許・登録  

   ・有料職業紹介  

２ 選定の理由  

  指定管理者選定審査会の答申及びこれまでの当該施設の管理運

営実績により指定したい。  

３ 指定の経過  

（１）募集経過  

   指定管理者の候補者の募集は、指名により実施した。  

（２）指定管理者選定審査会の審査経過  

   令和６年８月 ５日 諮問  

       ８月２０日 第１次審査  

             （書類審査及び面接審査）  

総合審査  

       ９月２５日 答申  
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（３）指定管理者選定審査会での候補者の選定  

サービス等の評価点数が最低評価基準を上回った「公益社団

法人白井市シルバー人材センター」を高齢者就労指導センター

の指定管理者の候補者として決定した。  

（主な選定理由）  

   ア 業態として、高齢者の就労のために必要な技術習得を支

援するためのノウハウが蓄積されており、施設の目的に即

した運営が期待できること。  

   イ 白井市シルバー人材センターは公益社団法人として、安

定した経営が行われていること。  
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